
税 務 証 明 交 付 ・ 閲 覧 申 請 書 

和 束 町 長 宛 て                   令和    年    月    日 

窓 口 に 

来られた方 

住 所 

和束町大字       小字         番地 

 

フリガナ 

氏 名 
生 年 月 日 （ 明 ･ 大 ･ 昭 ･ 平 ･ 令 ･ 西 暦 ）    年    月    日 

  

ど な た の 

証 明 が 

必要ですか 

１．申請者本人 

２．同居 

親族 

フリガナ 

氏 名 

世帯主様からみた  

続柄（     ） 

生年月日（明･大･昭･平･令･西暦）   年   月   日 

３．その他 

※委任状が 

必要です 

住 所 
和束町大字     小字          番地 

フリガナ 

氏 名 
生年月日（明･大･昭･平･令･西暦）   年   月   日 

 

必

要

な

証

明 

１．所得証明 

２．課税証明 

３．非課税証明 

最新年度分 
（前年中所得） 

 

通 

    年度分 
（前年中所得） 

 

通 

 

※法人に関する証明の場合、氏名の

欄に法人名を記入してください。 

法人の代表者の方以外がお越し

になる場合は、委任状が必要です。 

 
４．評価証明 

５．公課証明 

年度分    必要な物件 

   □ 所有資産すべて 

 通   □ 一部（裏面へ記入） 

※公課証明に評価額は記載されません 

６．閲  覧 □ 名寄帳   □ 公図    □ その他（      ） 

７．納税証明 

□ 町府民税 

□ 固定資産税 

□ 軽自動車税 

□ 国民健康保険税 

最新年度分 

 

         通 

      年度分 

 

       通 

□ 法人町民税 事業年   年  月～    年  月   通 

□ 酒販用（滞納が無い・２年間滞納処分が無い） 

□ 未納の税額が無い ※金額の記載はありません 

□ 滞納処分を受けたことが無い 期間：□2 年 □3 年 □任意期間 

８．車検用 

軽自動車納税証明 
ナンバープレート   京都     

９．その他 （ 狩猟税 ・ 事業証明 ・         ）       通 

使用 

目的 

□ 金融機関   □ 学校・教育   □ 保育所   □ 児童手当   □ 福祉手当 

□ 年金・保険  □ 住宅      □ 指名願   □ 税務署    □ 車検 

□ 登記     □ 相続      □ その他（              ） 

本人確認 

１ 

点 

□免許証   □パスポート  □マイナンバーカード 

□在留カード □障害者手帳  □住基カード（写真付き） 

確認者 

 

２ 

点 

□健康保険証 □受給者証   □学生証・社員証  

□年金手帳  □住基カード（写真無し） □公共機関の郵便物 

その他 

軽自動車： □車検証（委任状とみなす） 

固定資産（請求権確認）： □権利関係書類 □登記簿謄本 

□司法書士・行政書士 □宅建取引業 □戸籍関係書類（相続物件） 

☎（   ）  － 



（評価・公課証明で、一部の資産が必要な場合記入下さい。） 

証
明
を
必
要
と
す
る
資
産 

資 産 の 所 在 地 種類 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

和束町大字     小字          番地 □土地  □家屋 

 

 

 

 

 

 

代 理 権 授 与 通 知 

 

代理人 

（窓口に 

来られる方） 

住 所  

フリガナ 

氏 名 
 

 

私は、上記の者を代理人に選任し、税に関する証明等の交付権限を委任したのでお届けします。 

 

和 束 町 長 宛 て 

 

委任者 

住 所  

フリガナ 

氏 名 
 

 

 

【注意】 この委任状は委任する本人が記入してください。 

 

本人以外の方が記入されて、後日問題が発生した場合は、委任状を偽造したものとして、私文書偽造罪（刑法第

１５９条）により、刑事罰の対象となるとともに、民事上の損害賠償責任を負うことにもなりますので、ご注意

ください。 


